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            ５．市教育委員会事務局各課行事予定について 

            ６．いじめ重大事態について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

午前 9時 30 分 開会 

 

○教育長  ただいまから、教育委員会１月定例会を開会いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第１ 会議録署名者の指名 

 

○教育長  日程第１、会議録署名者には、会議規則第 15 条第２項の規定により、

教育長において、山田茂美さん、岩田正武さんを指名いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第２ 教育長諸案件報告 

 

１ 教師力向上セミナー(12/25(水)) Home&nico ホール第１会議室 

・講師、内容 
講義Ⅰ 「スクールロイヤーの活用」について 

江南市スクールロイヤー 宇佐見 敦士 氏 
  研修Ⅱ 「藤里小が授業づくりで大切にしていること」 

藤里小学校 永田 裕一 教諭  
  研修Ⅲ 「児童生徒の転出入事務」について 
        布袋北小学校 青山路佳 主事 古知野東小学校 木村公祝 主事 
  参加者 希望者(各学校 5 名から 6 名程度)   

  

２ 令和７年度予算要望 

 ・スクールサポートスタッフの継続配置 
 ・市教委専属のスクールロイヤーの継続配置 
 ・特別支援学級等支援員の 1 名増員 
  ・校内教育支援センター(サポートルーム)の 1 校増設と 4 校分の指導員の配置 
 ・小学校プール清掃業務委託  
 



３ 12 月議会一般質問より(主なもの) 

 ・市民の意見・要望を聞いて(学校周辺の除草) ・課外活動の体験機会拡充について 
・図書館について ・物価高騰による給食費の影響について 
・生徒手帳のカード化について ・GIGA スクール端末の更新について 
・通学路の安全対策について ・給食費の無償化拡大について 
・就学援助の拡大について ・平和行政の推進について(小学生広島平和派遣の拡充) 
・中学部活動の地域移行について ・トレーニング室等の利用者拡大について 等 

 

４ 令和７年度ラーケーション 

・ 4 月 14 日(月)から取得可能 申し出のスタートは 4月 10 日(金) 

・ 欠食可能申し出日 取得日の 2週間前まで 

・ 4 月 9 日(水)付で新１年生及び転入生保護者に通知 在校生は 3月中に通知 

 
５ 人事(11/23～1/8) 

 ・出産休暇 2 名  育児休業 2 名  療養休暇 1 名  休職 0 名  退職 3 名 
 ・臨時的任用2名  任期付任用1名  非常勤任用21名(未補充19 部分休業1 生

徒指導 1)  
 

６ その他  

 ・第 53 回二十歳の集い 1/12(日) 13:30  Home&nico ホール(大ホール) 
 ・令和 6 年度卒業式について 教育委員会告示は書面で 出席あり 
・令和 7 年度入学式 小学校 4/8(火) 中学校 4/9(水) 始業式 小・中学校 4/9(水) 
・令和 7 年度給食開始 4/14(月) 
・令和７年度市民文化祭 5/31(土)・6/1(日) 
・令和７年度会議を持たない日 8/10(日)～16(土) 学校閉校日の予定 
・令和７年度横田文化事業(弁論大会) 11/1(土)  13:00 Home&nico 小ホール 

 ・令和７年度県民の日学校ホリデー予定日 11/21(金) 教育委員会で決定 
 ・令和７年度夏季休業前の熱中症対策臨時休業(試行)について 教育委員会で協議 

 ・令和６年度退職辞令伝達式 3/31(月) 11:00 退職者のみ 市役所内 

 ・令和７年度辞令伝達式 4/1(火) 10:30 新任者のみ 市役所内 
 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第３ 協議題１ 江南市議会１月臨時会教育関係予算提案事項について 

 

○教育長  日程第３、協議題に入ります。江南市議会１月臨時会教育関係予算提案

事項についてを協議いたします。事務局の説明を求めます。 

（教育課長、資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 



〇教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

本協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しま

した。 

 

協議題２ 令和７年度教育基本方針（案）について 

 

○教育長  続いて、令和７年度教育基本方針（案）についてを協議いたします。事

務局の説明を求めます。 

（各関係課長、資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇後藤委員  基本方針（案）の５ページ最上段に「食物アレルギー対応食の提供」

とありますが、３行目で「児童生徒に渡す」となっています。「渡す」という表

現を「提供」に改め、最上段の「提供」の部分を消していただいた方が文章とし

て良くなるのではないでしょうか。 

〇学校給食課長  承知いたしました。 

〇山田委員  ９ページ中段３番①の生涯学習の部分ですが、「学びたいことがい

つでもどこでも学べるよう、」の記載について、策定予定の第３次江南市生涯学

習基本計画の目標に合わせて「どこでも」の部分を追記したと説明がありました

が、具体的にどのような場所をイメージしていますか。 

〇生涯学習課長  生涯学習課として所管している施設として、公民館、学習等供

用施設、Home＆nico ホール、図書館がありますので、そのような施設で広い世代

の方に学んでいただけるように、第２次計画から第３次計画を策定するにあたり

計画の基本目標を変更することから、基本方針についても修正をさせていただき

ました。 

〇山田委員  「どこでも」というのは、市内にある施設で開催される行事や場所

で生涯学習活動をするというイメージで、例えば、自宅などに持ち帰ってどこで

もできるという意味ではないのですね。 

〇生涯学習課長  最近のニーズとして、オンラインで生涯学習がしたい方もいま

す。働く世代の方ですと、時間が作れないことや施設に足を運ぶことが困難な方

もいます。今は、オンラインなどは手掛けていませんが、今後はニーズに合わせ

て実現が可能なのかも含めて検討していきたいと考えています。 

〇山田委員  ２つ目の質問ですが、10 ページ中段（３）③の放課後子ども教室と

学童保育について、文言の修正部分は問題ありませんが、次年度の基本方針です

ので、次年度に予定している共通プログラムがあれば、見える化という意味でも

具体的に記載した方が良いのではないでしょうか。 

〇子育て支援課長  共通プログラムにつきましては、各校で年間２回程度実施し

ております。来年度、新たに行うものは特にありませんが、実施している工作や



読み聞かせなどを具体的に記載するようにいたします。 

〇山田委員  同じく 10 ページ最下段の（４）⑦の部活動地域移行について、11

ページの最上段の追記した文章で「小中学校と連携し、児童生徒、保護者への周

知に努める」とありますが、新たに実施することなど具体的に記載する内容はあ

りますでしょうか。 

〇教育長  追記しました児童生徒、保護者への周知につきましては、現在も行っ

ておりますが、十分な周知まではできていないことから、小学校４年生から６年

生に対する周知などを実施しかけたところであります。実証事業の内容が小学生

を中心に、まだ十分に伝わっていないことから、周知に努めるという意味で文章

を追加したものと考えています。 

〇山田委員  わかりました。 

〇後藤委員  ４ページのエ⑥の校内教育支援センターについて、「中学校と同様

に必要とする小学校に対し校内教育支援センターの設置を推進する。」とありま

すが、中学校の校内教育支援センターは、各中学校が独自に設置しており、小学

校のように教育委員会が人員等を整備して設置しているわけではないため、「中

学校と同様に」の部分は削除した方か良いのではないでしょうか。 

〇教育課長  承知いたしました。 

〇後藤委員  次に、７ページのウ教職員の多忙化解消の⑥デジタル採点システム

について、学校によっては以前から行っていたとのことですが、実際に導入して、

学校での活用状況はどのようになっていますか。また、⑧のプール清掃委託です

が、小学校 10 校で費用はどのくらいなのか、委託業者が１者の場合、清掃のス

ケジュールはどのように考えているのかお尋ねします。 

〇管理指導主事  以前からデジタル採点システムを導入している学校の先生が

中心となって活用が拡がってきております。ただし、非常勤の方など相談する時

間の取れない方は、以前のような採点方法を行っております。 

〇後藤委員  せっかく導入したシステムですので、活用を推進してください。 

〇教育長  全国的にもデジタル採点システムを導入している学校がだんだん増

えてきております。江南市としては先進的に導入していると考えており、校長会

でも状況を確認していきたいと思います。 

〇教育課長  プール清掃委託の予算額につきましては、プールを使用している小

学校８校で 135 万円になります。委託業者につきましては、予算の見積りは庁舎

管理などを行っている業者から徴収しており、プールの使用前に清掃を完了させ

ることを考えております。 

〇山田委員  プール清掃を実施する日については、プールを使用する直前でなく

てはいけないのか、もしくは数カ月前でも問題がないのか、いかがでしょうか。 

〇管理指導主事  数カ月前ですと問題があると思います。 

〇教育長  プールの清掃以外にも循環ろ過装置の点検などもありますし、プール

の水を抜くのにも１日掛かります。今までは６月の上旬に清掃を行い、６月中旬

から使用を開始しています。 



〇山田委員  プール清掃のスケジュールの関係で不具合が発生しないようによ

ろしくお願いいたします。 

〇教育課長  発注の仕様書等でしっかりと対応してまいります。 

〇山田委員  わかりました。 

〇岩田委員  基本方針全般において、「児童・生徒」と「児童生徒」の表現が混

在しており、意図的なものはないと思われるので統一する必要があるのではない

でしょうか。 

〇教育課長  「児童生徒」で統一いたします。 

〇教育長  ５ページの最下段ウ③の日本語教育適応学級担当教員について、先日

増える話も聞いているが、どのようになりましたか。 

〇管理指導主事  昨日、県から連絡がありました。現在４校と記載しております

が、古知野南小学校が追加され、５校になります。 

〇教育長  ４ページの最下段イ⑦の新学校給食センターの整備について、「要求

水準書通りに基本設計、実施設計等が実施されているかを確認しながら進捗させ

る。」と記載されているが、建設工事が始まっているので、令和７年度の記載内

容としては、既に終わっている「基本設計、実施設計等」の表現は適切ではない

と考えるが、どうでしょうか。 

〇学校給食課長  細かい部分につきましては、市と協議を行うことになっており、

民間事業者が提案してきた実施設計等に対して、修正を加えながら実施していく

意味合いですが、記載内容については、再度検討して修正いたします。 

〇教育長  本協議題につきましては、一部修正する箇所がございますが、これは、

次回の教育委員会で報告していただけるということでよろしいですか。 

〇教育課長  承知いたしました。 

〇教育長  それでは、質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結

いたします。今回ご意見いただきました部分につきましては、一部修正すること

として、本協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しま

した。 

 

協議題３ 令和７年度夏季休業前の熱中症対策臨時休業（試行）について 

 

○教育長  続いて、令和７年度夏季休業前の熱中症対策臨時休業（試行）について

を協議いたします。事務局の説明を求めます。 

（教育課長、資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇教育長  夏季休業前の熱中症対策臨時休業について、小学校で試行的に行うこ

とのお願いであります。今後の夏季休業日や熱中症対策の参考にさせていただく

ための試行と考えております。この休業日を活用し、保護者会を実施していきた



い学校もあると聞いております。今までは、半日で児童を下校させてから保護者

会を実施しており、授業時間の確保や一番暑い時刻に下校させることなどの問題

点がありましたが、休業日を保護者会として活用することで、通常の授業を行う

ことができ、下校時刻についても３時過ぎにできるなどのメリットも考えられま

す。中学校につきましては、個人での登下校であり、体力面や判断能力や授業日

数などの理由から、今回は中学校では行わないこととしております。今回の試行

を参考に、令和８年度や９年度には、夏季休業日の前倒しなどを検討していくこ

にとなるかもしれないと考えております。 

〇山田委員  中学校の保護者へのお知らせについて、「標準授業時数の確保が今

まで以上に厳しくなる」との記載がありますが、保護者に対して授業時数の確保

が厳しくなることを周知することになります。例えば、２年後に中学校でも実施

する場合などを考えると理由として大丈夫でしょうか。 

〇教育長  中学３年生の入試日程が早くなっており、授業時数の確保が苦しいと

思われるため、記載したものです。 

〇山田委員  保護者にお伝えするのはとても良いことであると思いますが、今後、

授業時数を減らす場合に大丈夫なのか、との心配があります。 

〇管理指導主事  愛知県自体、卒業式が早いため、東京などでは３月 20 日頃に

卒業式を行っていますが、愛知県では３月７日頃に行いますので、授業時数の確

保がギリギリになっている状況です。 

〇教育長  例えば、今後、中学校で休業日を前倒しする場合、７時間授業を実施

することで授業時数を確保することなどが考えられます。 

〇管理指導主事  授業の５分短縮の考え方があり、学習指導要領の改訂などによ

り、今後、７時間授業などの工夫が可能になってくるかもしれません。 

〇教育長  ３日間は 18 時間ですので、今後、その時間数をカバーできれば中学

校でも実施できることが考えられます。 

〇山田委員  この問題につきましては、先々の心配ですので、今回の通知文書の

内容については、理解できました。 

〇後藤委員  文書に記載されている、クールステーションやクーリングシェルタ

ーは、全ての通学路にあるのですか。 

〇管理指導主事  全ての通学路にあるわけではありません。 

〇後藤委員  保護者の方は、クールステーションやクーリングシェルターについ

てご理解しているのでしょうか。 

〇教育長  クールステーションは認知されていると思いますが、クーリングシェ

ルターについては、周知が十分ではないと思われます。市としても、熱中症対策

を行っていますとの意味合いでの記載と考えております。 

〇山田委員  クールステーションは、登下校中のみではなく常時利用できる施設

ということでよろしいですか。 

〇教育長  そのとおりです。ご意見を踏まえて「登下校中」を削除することなど

記載内容を検討いたします。 



〇藤田委員  クールステーションについて、実際に児童生徒は利用されているの

でしょうか。 

〇管理指導主事  各学校において、児童生徒にクールステーションが利用可能な

場合などについての指導を行っています。 

〇教育長  今回のお知らせ文書につきましては、前もって１月に保護者へ配付し

ていきたいと考えております。新 1年生については、入学説明会で配付すること

になると考えております。 

〇岩田委員  確認ですが、1 学期の終業式は７月１５日に行うとの認識でよろし

いですか。 

〇教育長  そのとおりです。 

〇岩田委員  小学校のお知らせ文書で、「家庭で過ごす日数の増加」の記載があ

りますが、それに対する対策や対応についての記載がないことが気になります。 

〇教育長  夏休み前の３日間については、児童にお弁当など昼食の準備で保護者

の負担がどうしても発生してしまうため、記載しているものです。 

〇岩田委員  わかりました。保護者への配慮などの気持ちが入っている文書であ

ると思います。また、先程、山田委員からもご意見がありましたが、中学校のお

知らせ文書の「授業時数の確保」についての記載は、必ずしも必要ないのではな

いかと考えますがいかがでしょうか。 

〇教育課  「授業時数の確保」の部分については削除いたします。 

〇教育長  それでは、質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結

いたします。今回ご意見いただきました部分につきましては、一部修正すること

として、本協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しま

した。 

 

協議題４ 令和６年度江南市民文化会館休館日の開館について 

 

○教育長  続いて、令和６年度江南市民文化会館休館日の開館についてを協議いた

します。事務局の説明を求めます。 

（生涯学習課長、資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

本協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しま

した。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



 

△日程第５ 報告事項 

 

１ １２月議会の一般質問等について 

２ 江南市新学校給食センター新築工事の進捗状況について    

３ 江南市民文化会館ネーミングライツ付与契約について 

４ 専決による江南市教育委員会の後援名義使用承認について    

５ 市教育委員会事務局各課行事予定について 

６ いじめ重大事態について 

 

〇教育長  以上で、当局より提出されました案件等はすべて終了しました。これを

もちまして、教育委員会１月定例会を閉会いたします。 

 

 午前 11 時 30 分  閉 会 


